
最高裁秘書第413号

令和4年2月16日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

令和4年1月14日付け（同月17日受付、第030881号）で申出のありま

した司法行政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知

します。

記

開示する司法行政文書の名称等

令和3年起訴相当事件等事後措置年報

開示の実施方法

写しの送付

1

大阪地裁管内集計表（片面で1枚）

2

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）
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最高裁秘書第428号

令和4年2月16日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様
一

最高裁判所事務総長中村 !’

司法行政文書開示通知書

令和4年1月14日付け（同月17日受付、第030882号）で申出のありま

した司法行政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知

します。

記

開示する司法行政文書の名称等

令和3年起訴相当事件等事後措置年報

開示の実施方法

］

京都地裁管内集計表（片面で1枚）

2

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）
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京都地裁管内
集計表令和 3年・ 起訴相当事件等事後措置年報第4表

起
検 察 庁 裁 判

未 無

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
告
人
に
対

総受理人員 処理人 員 有罪 人 員

旧 新 合 公 合 刑
今
回

不起訴・維持 自 由 刑 罰 金

飯
起一

嫌
疑
不
十
分

嫌

罪
と
な
ら
ず

そ 小 六 六 三 、
１
Ｊ
“
ノ 五

十
万
円
以
下

三 五を 小
一

一

十
五
万
円
以
下

五
十
万
円
以
下

一

済

訴 超

十え
十
万
円
以
下

の

万
円
以
下

万
円
以
下

罪訴 疑 月 月 年 年 年

誰の
人

提 免
一
念

追

猶 な 未 以 以 以 以 万

巴
に】

受 受 計 起 計 員 決 除 計 等予 他 計 満 計し 上 上 上 上 計 計円の

I

■■
_1
｝
刺

■■ ■■

■■■
｜
■

『－I起訴猶予

け

■ I
2 1

恥
。 1 2 2 ３

嫌疑不十分

I I I ■ ’

ロ
ｌ
■

嫌疑なし

Iで ■

’
－
１

酉一

■■ ■■■■

罪とならず

I

■ Ⅱ ’ 三一

n I I 1 1 1 1 ロ’ 1 1

’
一

1

寺

「

その他

《 ■B 両

2

一

ロ| ，
1

1

■

０
０
１
ｑ
ｌ
■
。
、
Ⅱ I, ’

９

》 I I 9ー ３

計

■ I

す

備
考

凸

ゅ

耳

昏 ●

*

ロ

(注） 1
2
職橦蒋査事件であったものについては, (F巷付し,､丙薮EE冒で許王子弓了
全部執行猶予の言渡しがあった場合には，有罪人員の該当欄に， ［］を付し，一部執行猶予の言渡しがあった場合には，同欄に《》を付し，それぞれ内数として計上する。

(最刑ニアー

１
１
・
‘

印

ド －4， 1， 11
ｰ＝－＝

、建慰



最高裁秘書第403号

令和4年2月16日

林弘法律事務所

弁護士山一中理司様

最高裁判所事務総長中村 '’
－
１

司法行政文書開示通知書

令和4年1月14日付け（同月17日受付、第030883号）で申出のありま

した司法行政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知

します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

令和3年起訴相当事件等事後措置年報

2 開示の実施方法

写しの送付

神戸地裁管内集計表（片面で1枚）

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）
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神戸地裁管内
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最高裁秘書第414号

令和4年2月16日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

蕊
晦画･一心

最高裁判所事務総長中村 I
P

謡

司法行政文書開示通知書

令和4年1月14日付け（同月17日受付、第030884号）で申出のありま

した司法行政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知

します。

記

開示する司法行政文書の名称等

令和3年起訴相当事件等事後措置年報

開示の実施方法

写しの送付

1

奈良地裁管内集計表（片面で1枚）

2

ノ

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）
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奈良地裁管内
． 集計表令和 3年 起訴相当事件等事後措置年報第4表
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最高裁秘書第429号

令和4年2月16日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

令和4年1月14日付け（同月17日受付、第030885号）で申出のありま

した司法行政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知

します。

記

開示する司法行政文書の名称等

令和3年起訴相当事件等事後措置年報

開示の実施方法

写しの送付

1

大津地裁管内集計表（片面で1枚）

2

担当課秘書課（文書室）電話03 (3264) 5652 (直通）
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最高裁秘書第404号

令和4年2月16日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 'i

司法行政文書開示通知書

令和4年1月14日付け（同月17日受付、第030886号）で申出のありま

した司法行政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知

します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

令和3年起訴相当事件等事後措置年報

2 開示の実施方法

写しの送付

和歌山地裁管内集計表(片面で1枚）

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）
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